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１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
 

平成21年６月24日付をもって提出いたしました第82期（自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日）の有価

証券報告書の記載事項のうち一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため、有価証券報告書の訂

正報告書を提出するものであります。

 

 

２【訂正事項】
 

第一部  企業情報

第４  提出会社の状況

３  配当政策

 

 

３【訂正箇所】
 

訂正箇所は    線で示しております。

 

第一部【企業情報】
 

第４【提出会社の状況】
 

３【配当政策】

 

（訂正前）

 

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重点課題の一つとして認識しております。当社は、安定的な経営

基盤の確保に努めるとともに、業績に応じた安定的な配当を継続して行うことを基本方針としております。

このような方針に基づき、期末の利益配当金につきましては、１株につき10円とし、中間配当金20円とあわせて

年間配当金は30円といたしました。

（以下省略）

 

（訂正後）

 

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重点課題の一つとして認識しております。当社は、安定的な経営

基盤の確保に努めるとともに、業績に応じた安定的な配当を継続して行うことを基本方針としております。

当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。

これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。

このような方針に基づき、期末の配当金につきましては、１株につき10円とし、中間配当金20円とあわせて年間

配当金は30円といたしました。

（以下省略）
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